


一
頁

○
総
務
省
告
示
第

号

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
実
施
円
滑
化
法
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
実
施
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
告
示
第
二
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年

月

日

総
務
大
臣

野
田

聖
子

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（別添）



二
頁

改

正

後

改

正

前

二

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
内
容
に
関
す
る
事
項

二

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
内
容
に
関
す
る
事
項

［
⑴
～
⑶

略
］

［
⑴
～
⑶

同
上
］

⑷

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業

⑷

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業

法
附
則
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業
」
は
、
電
気
通
信
事

法
附
則
第
五
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業
」
は
、
電
気
通
信
事

業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
行
う
も
の
と

業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
行
う
も
の
と

し
、
当
該
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

し
、
当
該
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
ア

略
］

［
ア

同
上
］

イ

「
特
定
電
気
通
信
設
備
」

イ

「
特
定
電
気
通
信
設
備
」

設
備
等
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
ア
の
施
設
に
設
置
す
る
も
の
を
い
う
。

設
備
等
省
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
ア
の
施
設
に
設
置
す
る
も
の
を
い
う
。

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条

の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
流
通
円
滑
化
設
備
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規

二
十
六
号
）
附
則
第
十
五
条
第
四
十
六
項
に
規
定
す
る
対
象
特
定
電
気
通
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
法
附
則

定
す
る
助
成
金
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
助
成
金
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
。

そ
の
際
、
設
備
等
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
主
と
し
て
当
該
電
気
通
信
設
備
が
設
置

さ
れ
る
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
に
隣
接
す
る
都
道
府
県
に
お
い
て
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者

に
そ
の
提
供
を
行
う
た
め
の
も
の
」
と
は
、
当
該
電
気
通
信
設
備
の
記
憶
装
置
の
容
量
の
過
半
が
、
安
定

的
に
当
該
電
気
通
信
設
備
が
設
置
さ
れ
る
都
道
府
県
又
は
当
該
都
道
府
県
に
隣
接
す
る
都
道
府
県
（
設
備

等
省
令
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
東
京
圏
を
除
く
。）
に
お
い
て
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
利

用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

［
ウ
～
オ

略
］

［
ウ
～
オ

同
上
］

三

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

三

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

同
上
］

⑸

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業

⑸

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業
の
実
施
に
当
た
り
実
施
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業
の
実
施
に
当
た
り
実
施
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は

、
実
施
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

、
実
施
計
画
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
併
せ
て
記
載
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

ア

当
該
実
施
計
画
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
が
設
備
等
省
令
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に

ア

当
該
実
施
計
画
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
電
気
通
信
設
備
が
設
備
等
省
令
第
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に

該
当
す
る
か
の
別
（
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
複
製
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た
特
定
電
気
通
信

該
当
す
る
か
の
別
（
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
複
製
す
る
情
報
が
記
録
さ
れ
た
特
定
電
気
通
信

設
備
が
設
置
さ
れ
る
地
域
を
、
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
電
気
通
信
設
備
の
利
用
を
想
定

設
備
が
設
置
さ
れ
る
地
域
も
記
載
す
る
こ
と
。）

す
る
者
の
居
住
又
は
所
在
す
る
都
道
府
県
・
市
町
村
名
及
び
そ
の
利
用
率
を
、
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。）

［
イ
・
ウ

略
］

［
イ
・
ウ

同
上
］

エ

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第

エ

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
二

条
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
（
同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
同
号
に
規
定
す
る
生
産
等

十
八
条
の
八
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
（
同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
、
同
号
に
規
定
す

設
備
の
取
得
価
額
の
合
計
額
も
記
載
す
る
こ
と
。）

る
生
産
等
設
備
の
取
得
価
額
の
合
計
額
も
記
載
す
る
こ
と
。）



三
頁

四

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
実
施
に
際
し
配
慮
す
べ
き
重
要
事
項

四

特
定
通
信
・
放
送
開
発
事
業
の
実
施
に
際
し
配
慮
す
べ
き
重
要
事
項

［
⑴
～
⑷

略
］

［
⑴
～
⑷

同
上
］

⑸

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業

⑸

地
域
特
定
電
気
通
信
設
備
供
用
事
業

事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
地
域
の
振
興
又
は
整
備
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該

事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
地
域
の
振
興
又
は
整
備
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該

地
域
の
特
性
等
を
踏
ま
え
、
当
該
地
域
の
経
済
に
貢
献
す
る
事
業
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

地
域
の
特
性
等
を
踏
ま
え
、
当
該
地
域
の
経
済
に
貢
献
す
る
事
業
と
な
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
設
備
等
省
令
第
二
条
に
定
め
る
地
域
内
に
お
け
る
均
衡
的
な
特
定
電
気
通
信
設
備
の
設
置
に
資
す

ま
た
、
設
備
等
省
令
第
二
条
に
定
め
る
地
域
内
に
お
け
る
均
衡
的
な
特
定
電
気
通
信
設
備
の
設
置
に
資
す

る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
地
域
内
に
お
け
る
情
報
流
通
の
促
進
に
よ
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
情
報
の
円
滑
な
流
通
の
確
保

に
資
す
る
た
め
、
特
定
電
気
通
信
設
備
の
設
置
地
域
の
近
傍
に
お
け
る
利
用
の
利
点
を
適
切
に
情
報
提
供
す

る
な
ど
、
地
域
内
に
お
け
る
利
用
の
促
進
に
配
慮
す
る
こ
と
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（別紙） 

 
 

「特定通信・放送開発事業の実施に関する指針（平成 28 年総務省告示第 244号。 

以下「実施指針」という。）」の改正概要 

 

総務省総合通信基盤局データ通信課 

 

特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成２年法律第 35 号）第３条第１項の規

定に基づき、同法第２条に規定する通信・放送新規事業及び地域通信・放送開発事業

並びに同法附則第５条第２項に規定する新技術開発施設供用事業及び地域特定電気

通信設備供用事業の内容、実施方法、実施に際して配慮すべき重要事項等について定

めるものである。 

 

特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信

設備等を定める省令（平成 28年総務省令第 64号）の改正に伴い、地域特定電気通信

設備供用事業の内容等についての記載を改める必要があるため、実施指針について改

正を行う。 

 

以上 

１ 実施指針の概要 

２ 実施指針の改正の概要 



関係条文 

 

○特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成二年法律第三十五号）（抄） 

（目的） 

第一条 この法律は、社会経済の情報化の進展に伴い国民経済及び国民生活における情報の流通の重要性が

増大していることにかんがみ、特定通信・放送開発事業の実施の円滑化に必要な措置を講ずること等によ

り、新たな通信・放送事業分野の開拓等を通じて電気通信による情報の円滑な流通の促進を図り、もって

我が国における情報化の均衡ある発展に資することを目的とする。 

 

（実施指針） 

第三条 総務大臣は、電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るため、特定通信・放送開発事業の実施

に関する指針（以下「実施指針」という。）を定めなければならない。この場合において、次項第二号から

第四号までに掲げる事項については、通信・放送新規事業及び地域通信・放送開発事業につきそれぞれ定

めなければならない。 

２～５ （略） 

６ 総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、

審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。）で政令で定め

るものの意見を聴かなければならない。 

７ （略） 

 

附 則（抄） 

（実施指針等の特例） 

第四条 平成三十四年三月三十一日までの間における第二条第二項、第三条第一項、第四条第一項及び第二

項各号並びに第五条第三項の規定の適用については、（略）第三条第一項中「及び地域通信・放送開発事業」

とあるのは「、地域通信・放送開発事業、新技術開発施設供用事業及び地域特定電気通信設備供用事業」

と、第四条第一項及び第二項各号並びに第五条第三項中「通信・放送新規事業」とあるのは「通信・放送

新規事業、新技術開発施設供用事業又は地域特定電気通信設備供用事業」とする。 

 

（機構による特定通信・放送開発事業の推進等の特例） 

第五条 （略） 

２ 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 （略） 

二 地域特定電気通信設備供用事業 電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。）として記録することが可能な情報を大量に記録し、並びに当該情報を高速度で送信し、及び受信

することが可能な電気通信回線に接続される電気通信設備として総務省令で定める電気通信設備のうち

専ら当該電気通信設備の設置を目的とする施設に設置するもの（以下この号において「特定電気通信設

備」という。）を他人の利用に供する事業であって、特定電気通信設備の特定の地域への集中を緩和する

ことにより当該特定の地域における情報の円滑な流通を確保するために特定電気通信設備の設置を誘導

すべき地域として総務省令で定める地域に特定電気通信設備を設置して行うものをいう。 

３ （略） 

 

 

○特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令（平成二年政令第二百六十三号） 

特定通信・放送開発事業実施円滑化法第三条第六項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政

行政審議会とする。 


